
機能アップガイド

給与賞与明細照会 Web オプション
 　　＜ Ver.2.64／Ver.2.63 ＞



 

1/2  

目次 

 

 

源泉徴収票の新様式に対応 2 

 

 



 

2/2  

○源泉徴収票の新様式に対応 
  

平成３０年分給与所得の源泉徴収票については、配偶者控除改正に伴い、項目名などが変更されました。 

当システムでは、[源泉徴収票照会]メニューの様式が、以下のように変更されます。 
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源泉徴収票の新様式に対応 2 
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○源泉徴収票の新様式に対応 
  

平成２８年分給与所得の源泉徴収票については、社会保障・税番号制度の導入に伴い、大幅に項目や 
レイアウト等が変更されました。当システムでは、[源泉徴収票照会]メニューの様式が、以下のように 
変更されます。 
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源泉徴収票の摘要欄の表示が変更 2 

 

 



 

2/2  

○源泉徴収票の摘要欄の表示が変更 
  

住宅を特定取得した場合に、[源泉徴収票照会]メニューの摘要欄の居住開始年月日の後ろに「（特定）」と

表示されるように変更されました。 

※「特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方

消費税額の合計額)が、新消費税率（消費税及び地方消費税の税率の引上げ後の８％又は10％の税率）によ

り課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等です。 
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源泉徴収票の摘要欄の表示が変更 2 
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○源泉徴収票の摘要欄の表示が変更 
  

[源泉徴収票照会]メニューの摘要欄に表示される内容が、以下のように変更されます。 

・中途入社社員の前職退職年月日が、前職の会社名の後ろに表示されます。 

・住宅借入金等特別控除額が年税額から控除しきれなかった場合で、２以上の住宅借入金等特別控除の適用

を受ける場合（[年末調整処理 - ２以上の住宅借入金等特別控除]画面で２回分の住宅借入金等特別控除の

情報を入力した場合）は、居住開始年月日の前の「居住」、借入金等年末残高の前の「残高」が表示され

なくなりました。 
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※   マークは、おすすめする機能アップ内容や、注目していただきたい変更内容になります。  

 

 

源泉徴収票の新しい様式に対応 2 

専用用紙に印刷しない設定が追加 2 
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○源泉徴収票の新しい様式に対応 
  

平成24年から「給与所得の源泉徴収票」に、各種保険料の支払金額の記載が必要になったことに伴い、 

[源泉徴収票照会]メニューの様式が、以下のように変更されました。 

 

 
 

また、摘要欄の表示方法が以下のように変更されました。 

・中途就職者の前職の退職年月日が「前職退職年月日×・×・×」から「×・×・×退職」に 

変更されました。 

・住宅借入金等特別控除額の計算方法に、震災による住宅の再取得等を適用した場合（控除額適用区分が 

「4：震災再取得等」の場合）は、「居住開始年月日×・×・× 震」と表示されます。 

・住宅借入金等特別控除額が年税額から控除しきれなかった場合で、２以上の住宅借入金等特別控除の 

適用を受ける場合（[年末調整処理 - ２以上の住宅借入金等特別控除]画面 （[年末調整]-[年末調整処

理]-[年末調整処理]メニューの[所得控除等]ページで設定）で２回分の住宅借入金等特別控除の情報を入

力した場合）は、以下のように変更されました。 

「居住開始 ×・×・×」から「居住 ×・×・×」 

控除額適用区分が「0：現行特別控除」「1：税源移譲特例」の場合は、「借入金残高 住×××円」から 

「残高 住×××円」。 

控除額適用区分が「2：特定増改築等」の場合は、「借入金残高 増×××円」から「残高 増×××円」。 

控除額適用区分が「3：認定長期優良」の場合は、「借入金残高 認×××円」から「残高 認×××円」。 

控除額適用区分が「4：震災再取得等」の場合は、「残高 震×××円」。 

 

○専用用紙に印刷しない設定が追加 
  

『給与奉行Ｖ ERP』の[社員情報]-[社員情報登録]-[社員情報登録]メニューに[明細書]ページが追加されま

した。明細書や源泉徴収票を専用用紙に印刷せず、『給与賞与明細照会Webオプション』を利用して照会する

社員については、[明細書]ページの各項目の専用用紙印刷を「0：しない」に設定しておくことで、[給与（賞

与）処理]メニューや[源泉徴収票]メニューで、誤って専用用紙に印刷してしまうことがなくなり、便利です。 

 

 

 

各保険料額等が表示されます。 
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※   マークは、おすすめする機能アップ内容や、注目していただきたい変更内容になります。  

 

 

源泉徴収票の新しい様式に対応 2 
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○源泉徴収票の新しい様式に対応 
  

平成23年から「給与所得の源泉徴収票」に、年齢16歳未満の年少扶養親族の人数の記載が必要になった 

ことに伴い、[源泉徴収票照会]メニューの様式が、以下のように変更されました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

※住宅借入金等特別控除額の計算方法として、認定長期優良住宅の新築等を行った場合の住宅借入金等特別控除の 

 特例を適用した場合に、源泉徴収票の摘要欄に「借入金残高 優×××円」と表示されていましたが、 

 「借入金残高 認×××円」に変更されました。 

年齢16未満の年少扶養親族の人数が、 

表示されます。 
※これに伴い、摘要欄の「16歳未満：×人」は、

 表示されなくなります。 

並び順が変更されました。

項目名が変更されました。
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※   マークは、おすすめする機能アップ内容や、注目していただきたい変更内容になります。  

 

 

[源泉徴収票照会]メニューの機能追加 2 

[給与賞与明細照会設定]メニューの機能追加 2 
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○[源泉徴収票照会]メニューの機能追加 
  

源泉徴収票の備考欄で、年齢16歳未満の扶養親族は氏名の後ろに（年少）と表示され、人数が 

「16歳未満：X人」と表示されるようになりました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

○ [給与賞与明細照会設定]メニューの機能追加 
  

『給与奉行Ｖ ERP』の[導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューの[処理設定]ページで、精算月の 

所得税計算が「省略する」の場合に、年末調整による過不足税額の計上場所として「所得税欄」を設定 

できるようになりました。これに伴い、『給与奉行Ｖ ERP』の[給与賞与]-[給与賞与明細書照会]メニューの

[基本設定]ページで設定していた「過不足税額を所得税欄に出力する」設定が、精算月の所得税計算が 

「省略しない」、または過不足税額の計上場所が「所得税欄」の場合は、設定できなくなりました。 

 

年齢16未満の扶養親族がいる場合、 

氏名の後ろに（年少）と表示され、 

人数が「16歳未満：X人」と表示されます。 
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※   マークは、おすすめする機能アップ内容や、注目していただきたい変更内容になります。  

 

 

バージョン情報の表示 2 
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○バージョン情報の表示 
  

メニュー選択画面のバージョン情報のリンクから、バージョン情報が確認できるようになりました。 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

お使いのＷｅｂオプションの

バージョンが表示されます。 
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目次 
 
   

※   マークは、おすすめする機能アップ内容や、注目していただきたい変更内容になります。  

 

 

照会できる帳票に源泉徴収票を追加 2 

[給与賞与明細書照会設定]メニューの機能追加 3 

メニューの名称を変更 3 
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○照会できる帳票に源泉徴収票を追加 
 

[照会処理]-[源泉徴収票照会]メニューが追加されました。 

現在の処理年や過年分の源泉徴収票を照会できるようになりました。 
 

※『給与奉行Ｖ ERP』の[年末調整]-[源泉徴収票]-[源泉徴収票照会設定]メニューで、源泉徴収票の公開日や出力する 

項目などを設定します。 
 

 
 

 

 

 

 

［PDF 出力］ボタンをクリックすると、

源泉徴収票をPDFファイル形式で 

保存できます。 
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○[給与賞与明細書照会設定]メニューの機能追加 
 

年末調整による過不足税額を、給与（賞与）明細書の過不足税額欄ではなく所得税欄に表示することが 

できるようになりました。 

過不足税額を所得税欄に表示する場合は、『給与奉行Ｖ ERP』の[給与賞与]-[給与賞与明細書照会]メニュー

の[基本設定]ページで、「過不足税額を所得税欄に出力する」にチェックを付けます。 
 

※『給与奉行Ｖ ERP』の[導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューの[処理設定]ページで、精算月の 

所得税計算が「省略しない」の場合は、「過不足税額を所得税欄に出力する」は設定できません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、[基本設定]ページの明細公開日欄から、「公開日を指定する」チェックボックスがなくなっています。

「公開日を指定する」にチェックを付けていなかった場合は、支給日と同日に公開する設定になって 

おりますので、必要に応じて、明細公開日を支給日の何日前の何時に公開するのかを設定してください。 

 

○メニューの名称を変更 
 

以下のメニューの名称を変更しました。 
 

変更前 変更後 

[明細照会]-[給与明細照会]メニュー [照会処理]-[給与明細書照会]メニュー 

[明細照会]-[賞与明細照会]メニュー [照会処理]-[賞与明細書照会]メニュー 

 

「過不足税額を所得税欄に出力する」に

チェックを付けます。 

過不足税額欄は

表示されません。

所得税欄に過不足税額が

表示されます。 
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■ Ver.1.25 変更内容一覧 
  

[明細照会]メニューでレイアウトが変更 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

■ Ver.1.25 変更内容詳細 
 

 

○[明細照会]メニューでレイアウトが変更 
 

平成２２年４月から施行される「労働基準法の一部を改正する法律（改正労働基準法）」に対応し、残業内

訳項目や「時間有休残」「代替休残時間」などが追加されました。 

これに伴い、明細書のレイアウトが変更されました。 
 

 

 

 

 

 

 




